
11 広報ごか　2009.1

○
日
時　

２
月
１
日
㈰

　

午
後
１
時
か
ら
３
時
ま
で

○
場
所　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

○
入
場
料　

無
料

○
講
演
者　

川
村
妙み

ょ
う
け
い慶氏

（
僧
侶
・
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
・
華
道
家
）

○
演
題

　「
～
今
を
よ
り
豊
か
に
生
き
る
た

め
に
～
こ
こ
ろ
を
み
つ
め
る
」
心
が

ほ
っ
こ
り
す
る
お
話
で
す
。

　

ご
近
所
で
お
誘
い
合
わ
せ
の
う

え
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
☎
（84）
３
５
９
５

　

隣
保
事
業
に
よ
る
生
活
相
談
（
人

権
・
福
祉
・
教
育
・
就
業
等
）
を
実

施
し
て
お
り
ま
す
。
個
人
の
秘
密
は

厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

○
相
談
場
所

・
五
霞
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

・
堀
之
内
集
会
所

※
各
相
談
所
の
相
談
日
時
等
に
つ
き

ま
し
て
は
、
五
霞
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ

ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
（84）
３
５
９
５

　

平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
に

入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
の
適
用
を
受
け
て
い
る
方
で
、
税

源
移
譲
に
よ
っ
て
、
平
成
19
年
分
以

降
の
所
得
税
に
お
け
る
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
に
よ
る
減
税
額
が
減
少
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
分
を
翌
年
度
分
以
降

の
住
民
税
か
ら
減
額
し
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
平
成
28
年
度
分
の

住
民
税
ま
で
適
用
さ
れ
る
た
め
、
該

当
さ
れ
る
場
合
は
、
毎
年
、
確
定
申

告
の
時
期
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
２
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
社

会
保
険
等
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方

（
扶
養
家
族
）
は
新
た
に
保
険
料
を

ご
負
担
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
資
格
取
得
時
か
ら
２
年
間
は
均

等
割
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
る
経
過
措

置
が
あ
り
ま
す
。該
当
さ
れ
る
方
は
、

町
民
税
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

※
社
会
保
険
等
に
加
入
さ
れ
て
い
る

ご
家
族
の
方
へ　

　

被
扶
養
者
が
75
歳
と
な
っ
た
日
か

ら
、
当
該
被
扶
養
者
の
方
は
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
り

ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
社
会
保
険
へ

は
加
入
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証
を

勤
務
先
な
ど
に
提
出
し
、
資
格
喪
失

の
手
続
き
を
お
願
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
３
）

　

国
民
健
康
保
険
税
及
び
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
確
定
申
告
さ
れ
る
場
合
に
添

付
す
る
証
明
書
を
町
民
税
務
課
窓
口

に
て
交
付
し
ま
す
。
こ
の
証
明
書
は
、

保
険
税（
料
）を
普
通
徴
収（
納
付
書
、

口
座
振
替
）
に
よ
り
納
付
さ
れ
て
い

る
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。
窓
口
に

取
り
に
来
ら
れ
な
い
方
は
町
民
税
務

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
役
場
で
確
定
申
告
さ
れ
る

方
は
証
明
書
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

○
交
付
場
所

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ（
③
窓
口
）

○
交
付
時
間

　

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５
時
30

分
ま
で
（
土
・
日
・
祝
祭
日
を
除
く
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
３
）

　

ト
ラ
ク
タ
ー
や
コ
ン
バ
イ
ン
等
の

農
耕
作
業
用
自
動
車
も
軽
自
動
車
税

の
課
税
対
象
車
両
と
し
て
ナ
ン
バ
ー

登
録
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の

で
、
新
た
に
車
両
を
取
得
さ
れ
た
方

や
登
録
が
済
ん
で
い
な
い
車
両
を
お

持
ち
の
方
は
、
早
急
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

○
小
型
特
殊
車
両
種
別
年
税
額

　

農
耕
作
業
用

　

・
二
輪
の
も
の　

１
，
６
０
０
円

　

・
四
輪
の
も
の

１
，
０
０
０
㏄
以
下　

２
，
４
０
０
円

１
，
０
０
０
㏄
超　

３
，
１
０
０
円

○
お
問
い
合
わ
せ

　

税
務
Ｇ
（
内
線
２
５
２
）

　

個
人
事
業
税
は
、
個
人
で
事
業
を

営
む
方
で
、
前
年
中
の
事
業
所
得
が

２
９
０
万
円
を
超
え
て
い
る
場
合
に

納
め
て
い
た
だ
く
税
金
で
す
。

　

こ
の
税
金
は
、
国
へ
の
所
得
税
の

確
定
申
告
や
町
に
住
民
税
の
申
告
を

行
え
ば
、
県
に
も
申
告
を
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
改
め
て
申
告
す
る

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
申
告
用
紙
に
「
事
業
税
に
関
す
る

事
項
」
欄
が
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当

す
る
方
は
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
不
動
産
の
貸
付
け
に
よ
る

収
入
が
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
申
告

書
に
添
付
す
る
収
支
内
訳
書
の
「
貸

付
け
不
動
産
の
保
有
状
況
」
欄
も
必

ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
県
税
事
務
所
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

境
県
税
事
務
所　

課
税
課

　

☎
（87）
１
１
２
０
㈹

お
知
ら
せ

（NO.402）

▪
国
民
健
康
保
険
税
及
び
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
確

定
申
告
用
納
付
証
明
書
の
交

付

▪
男
女
共
同
参
画
講
演
会
の

開
催

▪
農
耕
作
業
用
自
動
車
の
ナ

ン
バ
ー
登
録
を
さ
れ
て
い
ま

す
か

▪
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除
に
よ
る
申
告

（
総
務
課
）

（
町
民
税
務
課
）

▪
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
さ
れ
る
方
へ（

町
民
税
務
課
）

▪
生
活
相
談
の
実
施（

総
務
課
）

▪
個
人
事
業
税
の
申
告

（
町
民
税
務
課
）

（
町
民
税
務
課
）

（
町
民
税
務
課
）

町の身近なニュース


